
1

所有者

2 申請受付 （受付は通年を予定）

3

4

5

6 認定 不認定

受理

7

継続認定 認定解除

状況報告書作成
（2年ごと）

状況報告書受付 状況審議
付議提出

京丹後市市民遺産制度の運用の流れ

第3回審議（認定可否決定）

認定通知書・認定証発行

不認定通知書発行

受理

第1回審議（申請内容審議）調書案修正

付議

第2回審議（現地・現物確認）

推薦者
個人・団体としての申請決定

推薦者
（市民）

事務局
（文化財保存活用課）

調書案作成（基本は推薦者で作成。事務局は作成協力。）

市民遺産会議

市民遺産制度の広報・周知

申請前の事前相談対応

現地確認にあたっての

コーディネート

資料４

申請書提出

（同意書含む）


